
 

 

（様式１－３） 

福島県帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和７年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 67 事業名 農山村地域復興基盤総合整備事業 

（営農再開支援水利施設等保全事業） 

相双地区（基金型） 

事業番号 (5)－40－45 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費  （4,116,712） 

4,461,646（千円） 

全体事業費 (4,981,021） 

4,461,646（千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

県が管理する農業用ダム・排水機場等の基幹的土地改良施設は、農業生産活動の根幹を成す基幹的インフ

ラである。これらの基幹的土地改良施設は、避難指示区域全域に存在し、震災以前は国、県、市町村及び受

益者が経費を負担して運転・補修を行い、地域農業の発展を支えてきた。 

これら基幹的土地改良施設のほか、土地改良区が管理の用水路及び頭首工についても、原子力災害に伴う

受益者・管理者の避難や営農活動制限の影響を受け、その費用負担や管理体制が維持できず、施設機能の保

全が困難となっている。 

これらの施設は、地域の基幹的水源施設や導水路、若しくは排水施設であり、地域営農の再開を果たす上

で不可欠な施設であり、この機能を維持していく必要がある。 

よって、本事業を導入することにより、基幹的インフラとしての機能を維持し、被災農家を含めた地域住

民の帰還促進と営農再開を図っていく必要がある。 

事業概要 

 上述の目標を達成するため、農業用用排水施設等を保全するために必要な点検、見回り、除草、清掃及び

管理運転等の保全管理や、農業用用排水施設等の利用再開のために必要となる試運転、機能診断、補修・補

強等を行う。 

１ 農業用用排水施設等の保全管理 一式（５７施設） 

２ 農業用用排水施設等の試運転、補修等 一式（５７施設） 

（５７施設内訳） 

・農業用ダム・・・・・・・ ５箇所（大柿、高の倉、横川、滝川、坂下） 

・排水機場・・・・・・・・ ５箇所（村上第一、村上第二、小沢、八沢、八沢浦） 

・防潮樋門・・・・・・・・ ５箇所（北海老、井田川、小沢、中浜、浅見川） 

・用水路・・・・・・・・・２２路線（請戸左岸幹線、請戸右岸幹線、高瀬左岸幹線、高瀬右岸幹線、 

                  外１８路線） 

・頭首工・・・・・・・・・２０箇所（焼築頭首工、外１９箇所） 

【福島県復興計画】 

（２）地域のきずなの再生・発展 

  ④ふるさと帰還後の新たなコミュニティづくり 

   基幹的インフラの復旧・機能維持を行うことにより、被災農家の帰還条件を確保する。 

（３）新たな時代をリードする産業の創出 

  ④産業の再生・発展に向けた基盤づくり 

   農地整備等の基盤整備後も不可欠である、用水供給、湛水被害や高潮被害の防止について、 

継続的に確保する 



 

当面の事業概要 

＜平成 26 年度（第 2 回※、第 3 回※）＞※単年度型で申請 

  農業用用排水施設等(14箇所)の保全管理、試運転、補修等 

＜平成 27 年度（第 6 回※、第 7 回※、第 8 回）＞※単年度型で申請、＜平成 28 年度（第 12 回）＞ 

  農業用用排水施設等(14箇所)の保全管理、試運転、補修等 

＜平成 29 年度（第 16 回）＞ 

  農業用用排水施設等(15箇所)の保全管理、試運転、補修等 

＜平成 30 年度（第 20 回、第 22 回）＞ 

  農業用用排水施設等(15箇所,4 路線)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和元年度（第 24 回、25回）＞＜令和 2 年度（第 29 回）＞ 

  農業用用排水施設等(16箇所,4 路線)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和 3 年度（第 33 回）＞ 

  農業用用排水施設等(15箇所,9 路線)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和 4 年度（第 38 回）＞ 

  農業用用排水施設等(15箇所,12 路線)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和 5 年度（第 42 回）＞ 

  農業用用排水施設等(14箇所,12 路線)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和 5 年度（第 45 回）＞ 

  農業用用排水施設等(1 箇所)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和 6 年度（第 46 回）＞ 

  農業用用排水施設等(14箇所,3 路線)の保全管理、試運転、補修等 

＜令和 7 年度（第 50 回）＞ 

    農業用用排水施設等(11箇所,2 路線)の保全管理、試運転、補修等 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

 旧避難指示区域を含む本地区（南相馬市ほか）における営農再開の加速化には、ダム等の水源施設及び排

水機場の防災施設の機能維持が不可欠であることから、再生加速化の目標達成に向け、本事業の導入による

農業用用排水施設等の保全管理並びに試運転、補修等を行う必要がある。 

関連する事業の概要 

請戸川特別災害復旧事業…大柿ダム、請戸左岸幹線、請戸右岸幹線、高瀬左岸幹線、高瀬右岸幹線、 

焼築頭首工 

南相馬地区直轄特定災害復旧事業…村上第一、村上第二、小沢排水機場 

農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業） 富岡地区 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



福島再生加速化交付金
農山村地域復興基盤総合整備事業（営農再開支援水利施設等保全事業）　対象施設位置図

管理
区分

1 R1 高の倉 県
2 R2 横川 県
3 R3 滝川 県
4 R4 大柿 県
5 R5 坂下 県
6 T1 八沢 県
7 T2 小沢 県
8 T3 村上第一 県
9 T4 村上第二 県

干拓地 K1 八沢浦 県
排水施設

11 防潮樋門 U1 北海老 県
12 U2 井田川 県
13 U3 小沢 県
14 U4 中浜 県
15 U5 浅見川 県

湛水防除
施設

10

利水ダム

営農再開支援水利施設等保全事業
対象施設位置図

№ 施設区分 記号 施設名

　

T１ K1  

U1

T２ U3

T３ T４

U4

U2

R１

R2

R3

R4

U5

NO：67
事業番号：（5）-40-45
事 業 名：農山村地域復興再生基盤総合整備

事業（営農再開支援水利施設等保全事業）

地 区 名：相双地区

R3

R5


